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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第79期

第２四半期連結
累計期間

第80期
第２四半期連結
累計期間

第79期
第２四半期連結
会計期間

第80期
第２四半期連結
会計期間

第79期

会計期間

自 平成22年
３月１日

至 平成22年
８月31日

自 平成23年
３月１日

至 平成23年
８月31日

自 平成22年
６月１日

至 平成22年
８月31日

自 平成23年
６月１日

至 平成23年
８月31日

自 平成22年
３月１日

至 平成23年
２月28日

売上高（千円） 24,466,20119,769,97010,994,60210,313,19646,676,521

経常利益（千円） 275,105 306,949 56,811 302,074 466,654

四半期（当期）純利益（千円） 7,397,216292,725 208,686 311,1677,668,105

純資産額（千円） － － 1,691,8912,202,8351,917,108

総資産額（千円） － － 28,486,81026,437,21526,628,021

１株当たり純資産額（円） － － 30.43 46.80 37.65

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
235.62 9.37 6.68 9.96 244.85

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
162.79 5.71 4.61 6.07 165.82

自己資本比率（％） － － 5.94 8.33 7.20

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
823,243 734,975 － － 1,561,903

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
6,945,418136,615 － － 7,162,193

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△6,363,937△282,250 － － △7,235,177

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 2,851,3913,524,9262,935,586

従業員数（人） － － 358 314 332

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年８月31日現在

従業員数（人） 314 (559)

　（注）  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(　)内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外書で記載して

        おります。

 　　　　

　　(2）提出会社の状況

 平成23年８月31日現在

従業員数（人） 302 (546)

　（注）  従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、臨時雇用者数は(　)内に当第２四半期会計

        間の平均人員を外書で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）当社グループにおいては、百貨店業、金融業の２事業を行っており、生産及び受注については該当事項はありませ

ん。

（2）販売実績　

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

前年同四半期比(％)

百貨店業（千円） 10,312,388 93.8

金融業（千円） 808 43.1

合計(千円） 10,313,196 93.8

　

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

    当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の概況

　当第２四半期連結累計期間（平成23年３月１日～平成23年８月31日）におけるわが国経済は、平成23年３月11日に

発生した東日本大震災および福島原発事故により、経済活動に大きな影響を受けました。その後、サプライチェーンの

復旧と復興需要の高まりもあって景況感の持ち直しが見られますが、世界的な景気減速や円高の進行、復興財源確保

の問題など懸念材料は多く、依然として景気は先行き不透明な域を抜け出せていません。

　百貨店業界におきましては、震災による売上高への影響は大きかったものの、６月以降は消費自粛ムードが一段落し

たことに伴い、クールビズ関連商品や涼感衣料・寝具など暑さ対策に関連した商材が好調に売れ、６月には全国百貨

店売上高は前年実績を上回りました。しかし、その後は売上高が再び前年割れとなり、本格的な回復にはいたっており

ません。

　このような状況の下、当社グループの百貨店業につきましては、３月に不規則に実施された計画停電の影響を全店が

被ったことが営業面の大きなマイナス要因となりました。しかし当初、事業再生計画に基づき平成23年３月末日に金

融機関に返済予定であった1,555百万円について、平成23年５月開催の債権者会議において平成25年３月末日まで２

年間の返済猶予について全債権者の同意を得ることができたこと、また４月以降は計画停電の実施がなく混乱が回避

されたほか、震災を契機に実施している節電をはじめとしたローコストオペレーションを徹底したことから、その後

の資金面・収益面は安定して推移することが出来ました。

　営業施策面に関しては、川崎店・横須賀店・藤沢店の3店において４月に東日本大震災で被害を受けた地域の方々を

応援させていただく「被災地応援フェア」を開催し東北地方の名産品や生鮮品、グロッサリーなどの販売を致しまし

た。６月からは毎月15日を「スマイルシニアデー」とし、多くのお買い得品を取り揃え、さらに偶数月の15日にはシニ

ア世代（65歳以上）限定で「スマイルシニアデーお買い物券」（有効期限あり）を限定数販売するなど、多くのシニ

ア世代のお客様に来店していただきお買い物を楽しんでいただけるような施策を順次実施致しております。

　各店別では、川崎店において、５月に地元の美味を選りすぐり取り揃えた「セレクト・かわさき」をオープンしご好

評をいただいております。横須賀店において、５月に当社の営業施策である「お客様のニーズにあった大型テナント

の誘致」の一環として、三浦半島初進出となる手芸専門店「ユザワヤ」を誘致し、新たなお客様のご来店の促進を図

り、店舗の活性化、効率化を進めております。また、近隣のいくつかの老人ホームと提携し、お買物サポートサービスを

開始致しました。藤沢店において、３月に「コンシュルジュ」がお客様のおもてなしをする「ロイヤルラウンジ」を

川崎店・横須賀店に続きオープンし、百貨店本来のきめ細やかなサービスでお客様をお迎えしております。　

　また、今後の取組みとしては事業再生計画達成のための業務運営方針“ＳＵＰＥＲ７”を策定し、重点戦略に係る課

題などについて共通認識のうえ、全力をあげて施策の推進に取り組み、営業力の強化に一段と努めてまいります。

　ノンコア資産の売却では、平成23年５月31日に小川町別館（本社ビル）の売却を実施しましたが他の物件などに関

しても引き続き経営効率の改善に取り組むため売却に努め実行してまいります。
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　この結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高においては前年を下回る10,313百万円（前年同四半期比

93.8％）でありましたが、ローコストオペレーションの徹底による経費削減が奏功し、営業利益384百万円（前年同四

半期比308.7％）、経常利益302百万円（前年同四半期比531.7％）とも前年を上回りました。なお、四半期純利益は311

百万円（前年同四半期比149.1％）となりました。

　

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①百貨店業 

　中核の百貨店業では、上記に記載のとおり、当第２四半期連結会計期間におきましても事業再生計画に基づく諸施策

の取組みを行いました結果、売上高は、10,312百万円(前年同四半期比93.8％）、営業利益は379百万円（前年同四半期

比317.4％）となりました。

②金融業

　金融業は、自社カード（さいか屋ＡＭカード）事業を外部委託化し、カード管理付帯業務のみに縮小した結果、売上

高は7百万円（前年同四半期比86.0％)、営業利益は0.5百万円（前年同四半期比65.5％）となりました。

　

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末と比べ450百万円増加し

3,524百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、570百万円（前年同四半期は271百万円の支出）の収入となりました。これは

主に、税金等調整前四半期純利益308百万円、減価償却費268百万円、売上債権の減少額229百万円から仕入債務の減少

額108百万円等を除いて計上したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、98百万円（前年同四半期比13.4％）の支出となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出99百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、21百万円（前年同四半期は1,160百万円の収入）の支出となりました。これ

は主に短期借入金の返済17百万円等によるものであります。 　

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、新たな事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

A種優先株式 1,500,000

計 60,000,000

 (注）当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式60,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では

　　　61,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、60,000,000株とする旨定款に規定しております。　

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年10月12日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 31,353,14231,353,142
東京証券取引所

市場第二部

株主として権利内容に制

限のない標準となる株式

であり、単元株式数は

1,000株であります。

A種優先株式

(当該優先株式は

行使価額修正条

項付新株予約権

付社債券等であ

ります。)　

1,483,036 1,483,036非上場
単元株式数は１株であり

ます。

計 32,836,17832,836,178 ― ―

（注１）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

　（1）A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付され

　　　る普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社

　　　の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。

　

　（2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係

　　　る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨て。)。

　　　また、基準額は、原則として、下記のとおり、平成27年３月１日以降、毎年１回の頻度で修正される。　

　　　当初基準額は、原則として、平成26年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会

　　　社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

　　　(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、平成

　　　26年３月１日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなさ

　　　れた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる

　　　連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未

　　　満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額とする。

　　　平成27年３月１日から平成49年２月末日までの期間の毎年３月１日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる

　　　連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未

　　　満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、

　　　基準額は当該金額に修正される。

　

　（3）上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100％に相当する額を上限とし、当初基準額の70％に相当する額を下限

　　　とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は９円を下回らない。
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　（4)　当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項について

　　　 A種株式には、当社が、平成26年３月１日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭（当該日

　　　における分配可能額を限度とする。）を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。な

　　　お、平成49年２月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に

　　　始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

　　　(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株

　　　式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。

　　　上記(1)ないし(4)の詳細は、下記（注３）A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。

　

（注２）行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。

　（1）当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先

　　　との間の合意の有無

　　　　該当事項なし

　

　（2）当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無

　　　　該当事項なし

　

　（3）金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

　　　　該当事項なし

　

（注３）A種優先株式の内容は次のとおりであります。

　1.優先配当金　

　（1）A種優先配当金

当会社は、A種株式について、平成22年２月末日を含む事業年度から平成24年２月末日を含む事業年度に係る剰余

金の配当を行わない。

当会社は、平成24年３月１日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主（以下「A種

株主」という。）又はA種株式の登録株式質権者（以下「A種登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、

A種株式１株当たりの払込金額（500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要と

される事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）に、剰余金の配当に係る基準

日の属する事業年度ごとに下記（2）に定める年率（以下「A種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額（円位

未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）の剰余金（以下「A種優先配当金」という。）の配当

を行う。

　

　（2）A種優先配当金の額

A種優先配当年率は、平成25年３月１日以降、次回年率修正日（以下において定義する。）の前日までの各事業年度

について、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率＝日本円TIBOR（12か月物）＋1.00％

A種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成25

年３月１日以降の毎年３月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR

（12か月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の午前11時における日本円12か月物

トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円12か月物TIBOR）として全国銀行協会によって公表さ

れる数値を指すものとする。日本円TIBOR（12か月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート

（ユーロ円LIBOR12か月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずる

ものと認められるものを日本円TIBOR（12か月物）に代えて用いるものとする。

　

　（3）非累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

　

　（4）非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割

手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が

行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金

の配当についてはこの限りではない。
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　2．残余財産の分配

　（1）残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者

に先立ち、A種株式１株につき500円（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とさ

れる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）を支払う。

　

　（2）非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

　

　3．議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

　

　4．種類株主総会における決議

当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A

種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

　

　5．普通株式を対価とする取得請求権

　（1）取得請求権の内容

A種株主は、平成26年３月１日から平成49年２月末日までの期間（以下「株式対価取得請求期間」という。）中、下

記（2）に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付すること

を請求することができる（以下「株式対価取得請求」という。）。

　（2）株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の数

は、当該A種株式に係る払込金額の総額（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要

とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。）を本号に定める交

付価額で除して算出される数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。なお、A種株式を取得

するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第３

項に従い金銭を交付する。

イ　当初交付価額

　当初交付価額は、平成26年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券

取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。

以下同じ。）の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が9.0円（以下「最大下限価額」という。）未満である

場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、最大下限価額

にも必要な調整が行われる。）とする。但し、当会社が、平成26年３月１日時点において東京証券取引所に上場してい

ない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日（整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場

合には、上場廃止となった日）に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が最大下限価額未満

である場合には、当該金額は最大下限価額とする。）を当初交付価額とする。

ロ　交付価額の修正

　交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年３月１日（以下、それぞれ「修正基準日」という。）に、当該日に先立つ

45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）に相当する金額（以下「修正後交付価額」という。）に修正される。但し、上記計算の結果、修正

後交付価額が当初交付価額の100％に相当する額（以下「上限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の

調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。）を上回る場合には、上限交付価額をもって修正

後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当初交付価額の70％に相当する額（但し、当該金額が

最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。）（以下「下限交付価額」という。但し、下記ハ

に定める交付価額の調整が行われた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。）を下回る場合には、下限

交付価額をもって修正後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券

取引所において上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額（但し、直前の修正基準日が存

在しない場合には、当初交付価額）をもって交付価額とする。
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ハ　交付価額の調整

（ａ）当会社は、A種株式の発行後、下記（ｂ）に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合又は変

更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付価額（上限交

付価額及び下限交付価額を含む。）を調整する。

　

調 整 後

交付価額
＝

調 整 前

交付価額
×

既発行普通

株式数
＋

交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額

１株当たり時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

　

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。交付価額調

整式で使用する「１株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。な

お、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)とする。交付価額調整

式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記（ｂ）（ⅰ）ないし（ⅳ）の各取引に係る基準日が定め

られている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1か月前

の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したも

のとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、

株式の分割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を

含まない。）とし、普通株式について株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効

力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用

するものとする。交付価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記（ｂ）（ⅰ）の場合は当該払込金

額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円）、下記（ｂ）(ⅱ)及び

(ⅳ)の場合は0円、下記（ｂ）（ⅲ）の場合は下記(ｂ)(ⅴ)で定める対価の額とする。

（ｂ）交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

　（ⅰ）上記（ａ）に定める１株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合

を含む。）（但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その

他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。）　調整後の交付価額は、払込期日

（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）又は無償割当ての効

力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又

は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　（ⅱ）普通株式について株式の分割をする場合　調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを

適用する。

　（ⅲ）取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記（ａ）

に定める１株当たり時価を下回る対価（下記（ⅴ）において定義される。以下同じ。）をもって普通株式を交

付する定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は上記（ａ）に定める１株当たり時

価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合

（無償割当ての場合を含む。）　調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは

取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）

の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を

準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当

会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　（ⅳ）普通株式について株式の併合をする場合　調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用す

る。

　（ⅴ）上記（ⅲ）における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がな

された額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際し

て出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式

等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際し

て交付される普通株式の数で除した金額をいう。
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（ｃ）上記（ｂ）に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交付価

額の調整を行う。

　（ⅰ）当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とするとき。

　（ⅱ）交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　（ⅲ）その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。

（ｄ）交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が１円未満の場合は、交付価

額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要とする事由が

発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。

（ｅ）交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権者に対し

て、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。

　

　6．金銭を対価とする取得請求権

　（1）金銭を対価とする取得請求権の内容

A種株主は、当会社に対し、平成47年３月１日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付

することを請求（以下「金銭対価取得請求」という。）することができる。当会社は、かかる金銭対価取得請求がなさ

れた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」という。）における取得上限

額（下記（2）において定義される。）を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日に、A種株式の全部又は

一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がな

された場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決

定する。

　（2）取得価額

金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式について、株式

の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調

整された額とする。）とする。

「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以下「分配可能額計算日」とい

う。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定めるものをいう。以下同じ。）を基準とし、分配可能額計算日の

翌日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない。）までの間において、（ⅰ）当会社株式に対してなされた剰余

金の配当、並びに（ⅱ）本第14項又は第16項若しくは取得することを当会社取締役会において決議されたA種株式の

取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。

　

　7．普通株式を対価とする取得条項

当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌日

（以下、本条において「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種株

式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付価額を上回る場合には、

上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。）で除して得られる数の普通株式をA種株

主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場

合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

　

　8．金銭を対価とする取得条項

　（1）金銭を対価とする取得条項の内容

当会社は、平成26年３月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価強制取得日」とい

う。）の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における

分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる（以下「金銭対価強

制取得」という。）。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他当会社の取締役会が定め

る合理的な方法によって決定されるものとする。

　（2）取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式について、株式

の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調

整された額とする。）とする。
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　9．取得請求受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社

　

　10．詳細の決定

上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指

名する者に一任する。

　

11．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無　

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。　

　

12．株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

　当社の普通株式の単元株式数は1,000株であるのに対し、A種株式は下記13．のとおり当社株主総会における議決権

がないため、A種株式については単元株式数は１株とする。

　

　13. 議決権の有無及びその理由

　当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限の

ない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種株式を配当金や

残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

第１四半期会計期間

（平成23年３月１日から

　平成23年５月31日まで）

第２四半期会計期間

（平成23年６月１日から

　平成23年８月31日まで）　

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）
　― 　―

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数

（株）
　― 　―

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価

額等（円）
　― 　―

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額

（円）
　― 　―

当該四半期会計期間の末日における権利行使され

た当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

の数の累計（個）

　― 　―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交

付株式数（株）

　― 　―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平

均行使価額等（円）

　― 　―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資

金調達額（円）

― ―

（注）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、行使されておりませんので記載はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年６月１日～

平成23年８月31日 
－ 32,836,178 － 1,945,290 － 969,469
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（６）【大株主の状況】

　 平成23年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

京浜急行電鉄株式会社　 東京都港区高輪２－20－20 4,430 13.49

株式会社横浜銀行　 横浜市西区みなとみらい３－１－１　 1,483 4.51

さいか屋取引先持株会　 川崎市川崎区小川町８ 1,426 4.34

株式会社横浜銀行　

(常任代理人資産管理サービス信託　

　　　　銀行株式会社）　　

横浜市西区みなとみらい３－１－１　 

（東京都中央区晴海１－８－12） 

1,337 4.07

スルガ銀行株式会社　 沼津市通横町23 1,320 4.01

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０　 779 2.37

鹿島　康仁　 東京都練馬区 766 2.33

鹿島　豊　 東京都練馬区 719 2.18

株式会社損害保険ジャパン　 東京都新宿区西新宿１－26－１ 319 0.97

株式会社三陽商会 東京都港区海岸１－２－20　 263 0.80

計 － 12,842 39.11

　（注）千株未満は切り捨てて表示しております。

　　

　　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

平成23年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合
(％)

京浜急行電鉄株式会社　 東京都港区高輪２－20－20 4,430 14.30

さいか屋取引先持株会　 川崎市川崎区小川町８ 1,426 4.60

株式会社横浜銀行 

（常任代理人資産管理サービス信託

　　　　　銀行株式会社）　　 

横浜市西区みなとみらい３－１－１　 

（東京都中央区晴海１－８－12） 

1,337 4.31

スルガ銀行株式会社　 沼津市通横町23 1,320 4.26

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10　 779 2.51

鹿島　康仁　 東京都練馬区 766 2.47

鹿島　豊　 東京都練馬区 719 2.32

株式会社損害保険ジャパン　　 東京都新宿区西新宿１－26－１　 319 1.02

株式会社三陽商会 東京都港区海岸１－２－20　 263 0.84

横河東亜工業株式会社 東京都品川区上大崎１－２－８ 263 0.84

計 － 11,622 37.52

　（注）千株未満は切り捨てて表示しております。
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（７）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

平成23年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
　A種優先株式　

1,483,036　
―

「1株式等の状況」「(1)株式の総数等」

「②発行済株式」の「内容」欄の記載参

照

議決権制限株式(自己株式

等)
― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式

等)

(自己保有株式)

普通株式　

　　　　　126,000

―
株主として権利内容に制限のない標準

となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

　30,976,000
30,976 同上

単元未満株式
普通株式

　　251,142
―

同上

一単元（1,000株）未満の株式　

発行済株式総数 32,836,178― ―

総株主の議決権 ― 30,976 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式862株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成23年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社さいか屋

神奈川県川崎市川崎区

小川町１番地
126,000 ― 126,000 0.38

計 ― 126,000 ― 126,000 0.38

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 48 53 49 41 41 37

最低(円) 20 33 38 35 36 28

 （注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年８月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平

成22年８月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,545,149 2,964,504

受取手形及び売掛金 801,121 990,436

商品 1,549,554 1,682,095

貯蔵品 50,310 53,413

その他 413,357 424,459

貸倒引当金 △4,045 △76,650

流動資産合計 6,355,448 6,038,257

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,982,310 10,314,498

土地 7,574,679 7,636,344

リース資産（純額） 54,725 62,882

その他（純額） 68,771 81,290

有形固定資産合計 ※
 17,680,486

※
 18,095,015

無形固定資産

その他 130,628 142,833

無形固定資産合計 130,628 142,833

投資その他の資産

投資有価証券 285,038 291,610

破産更生債権等 3,590,530 3,663,404

敷金及び保証金 1,665,157 1,646,289

その他 290,629 309,008

貸倒引当金 △3,569,233 △3,570,799

投資その他の資産合計 2,262,122 2,339,513

固定資産合計 20,073,237 20,577,361

繰延資産

社債発行費 8,530 12,401

繰延資産合計 8,530 12,401

資産合計 26,437,215 26,628,021
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,029,355 2,981,970

短期借入金 117,400 136,600

1年内償還予定の社債 320,000 400,000

未払法人税等 19,111 37,790

賞与引当金 24,876 23,970

商品券回収損引当金 601,168 582,239

事業構造改善引当金 30,107 48,666

その他 1,913,686 2,287,314

流動負債合計 6,055,704 6,498,549

固定負債

社債 235,000 380,000

長期借入金 16,451,306 16,543,028

繰延税金負債 270,635 230,971

退職給付引当金 398,625 398,289

資産除去債務 193,502 －

その他 629,605 660,073

固定負債合計 18,178,676 18,212,363

負債合計 24,234,380 24,710,912

純資産の部

株主資本

資本金 1,945,290 1,945,290

資本剰余金 1,637,078 1,637,078

利益剰余金 △1,305,854 △1,598,579

自己株式 △41,402 △41,327

株主資本合計 2,235,112 1,942,462

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △32,277 △25,353

評価・換算差額等合計 △32,277 △25,353

純資産合計 2,202,835 1,917,108

負債純資産合計 26,437,215 26,628,021
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年８月31日)

売上高 24,466,201 19,769,970

売上原価 18,966,874 15,323,494

売上総利益 5,499,327 4,446,476

販売費及び一般管理費 ※
 5,039,395

※
 3,958,340

営業利益 459,931 488,136

営業外収益

受取利息 20,910 7,877

受取配当金 10,862 1,863

固定資産受贈益 1,800 －

その他 55,334 31,976

営業外収益合計 88,907 41,717

営業外費用

支払利息 221,912 196,418

その他 51,821 26,486

営業外費用合計 273,733 222,904

経常利益 275,105 306,949

特別利益

固定資産売却益 4,212,727 105,619

投資有価証券売却益 22,521 －

債務免除益 2,698,852 －

貸倒引当金戻入額 396,388 1,217

事業構造改善費用戻入額 － 10,608

特別利益合計 7,330,489 117,445

特別損失

固定資産売却損 119 －

固定資産除却損 10,074 2,046

投資有価証券売却損 24,810 －

繰延資産償却損 263 －

減損損失 738 －

事業構造改善費用 210,190 －

災害による損失 － 15,234

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,044

特別損失合計 246,196 88,325

税金等調整前四半期純利益 7,359,398 336,069

法人税、住民税及び事業税 3,680 3,680

法人税等調整額 △41,497 39,664

法人税等合計 △37,817 43,344

少数株主損益調整前四半期純利益 － 292,725

四半期純利益 7,397,216 292,725
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年６月１日
　至　平成23年８月31日)

売上高 10,994,602 10,313,196

売上原価 8,552,718 7,986,059

売上総利益 2,441,884 2,327,137

販売費及び一般管理費 ※
 2,317,266

※
 1,942,426

営業利益 124,617 384,711

営業外収益

受取利息 9,511 3,671

受取配当金 9,819 1,858

還付加算金 － 5,781

その他 37,912 15,767

営業外収益合計 57,243 27,077

営業外費用

支払利息 102,574 97,250

その他 22,474 12,464

営業外費用合計 125,049 109,714

経常利益 56,811 302,074

特別利益

固定資産売却益 591 －

貸倒引当金戻入額 159,482 8,222

特別利益合計 160,074 8,222

特別損失

固定資産売却損 119 －

固定資産除却損 10,074 2,046

特別損失合計 10,193 2,046

税金等調整前四半期純利益 206,692 308,250

法人税、住民税及び事業税 1,840 1,840

法人税等調整額 △3,834 △4,756

法人税等合計 △1,994 △2,916

少数株主損益調整前四半期純利益 － 311,167

四半期純利益 208,686 311,167
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,359,398 336,069

減価償却費 562,953 559,549

減損損失 738 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △360,604 △74,170

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） 45,775 18,929

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,400 906

退職給付引当金の増減額（△は減少） △273,649 335

受取利息及び受取配当金 △31,772 △9,741

支払利息 221,912 196,418

投資有価証券売却損益（△は益） 2,288 －

債務免除益 △2,698,852 －

有形固定資産売却損益（△は益） △4,212,608 △105,619

有形固定資産除却損 10,074 2,046

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,044

事業構造改善費用 210,190 －

売上債権の増減額（△は増加） 449,111 189,314

たな卸資産の増減額（△は増加） 703,425 135,643

仕入債務の増減額（△は減少） △730,168 47,385

その他 73,948 △435,410

小計 1,364,561 932,701

利息及び配当金の受取額 31,772 9,638

利息の支払額 △194,896 △193,436

事業構造改善費用の支払額 △371,861 △7,631

法人税等の支払額 △6,332 △6,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 823,243 734,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △429,074 △20,223

定期預金の払戻による収入 454,074 28,918

有価証券の取得による支出 － △352

有形固定資産の取得による支出 △839,989 △102,054

有形固定資産の売却による収入 8,000,939 248,042

無形固定資産の取得による支出 △25,648 △1,300

投資有価証券の取得による支出 △3,332 －

投資有価証券の売却による収入 172,518 －

貸付けによる支出 △809 －

貸付金の回収による収入 4,202 307

差入保証金の差入による支出 △699,074 △18,918

差入保証金の回収による収入 311,612 50

その他 － 2,144

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,945,418 136,615
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △30,600 △19,200

長期借入れによる収入 6,365,406 225,000

長期借入金の返済による支出 △10,296,169 △254,411

社債の償還による支出 △2,397,900 △225,000

その他 △4,675 △8,639

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,363,937 △282,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,404,724 589,340

現金及び現金同等物の期首残高 1,574,192 2,935,586

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △127,525 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,851,391

※
 3,524,926
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更　

　　資産除去債務に関する会計基準の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は6,253千円減少、税金

等調整前四半期純利益は77,297千円減少しております。また、当会計基準等の適用開

始による資産除去債務の変動額は191,873千円であります。　

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

　

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

（四半期連結損益計算書）

1.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

2.前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「還付加算金」は、営

業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２

四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「還付加算金」は10千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　　　該当事項はありません。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年８月31日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

　※　有形固定資産の減価償却累計額は17,893,017千円であ

ります。

　

　※　有形固定資産の減価償却累計額は17,645,269千円であ

ります。

　　

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

販売費 565,422千円

宣伝費 422,355千円

給料手当 1,277,187千円

退職給付費用 61,053千円

地代・家賃 821,108千円

減価償却費 490,858千円

販売費 451,025千円

宣伝費 288,054千円

給料手当 965,926千円

退職給付費用 27,453千円

地代・家賃 682,524千円

減価償却費 483,098千円

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

販売費 275,073千円

宣伝費 136,909千円

給料手当 567,030千円

退職給付費用 13,860千円

地代・家賃 359,404千円

減価償却費 267,426千円

販売費 234,195千円

宣伝費 106,427千円

給料手当 491,233千円

退職給付費用 13,829千円

地代・家賃 347,257千円

減価償却費 228,411千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年８月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年８月31日現在）

現金及び預金勘定 2,851,391千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－千円

現金及び現金同等物 2,851,391千円

現金及び預金勘定 3,545,149千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△20,223千円

現金及び現金同等物 3,524,926千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　

平成23年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　　　　　　　　31,353,142株

　A種優先株式　　　　　　　　1,483,036株　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　 126,862株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。  

４．配当に関する事項

  該当事項はありません。　

５.株主資本の金額の著しい変動

  該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

 前第２四半期連結会計期間(自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

 
百貨店業
(千円)

金融業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高                     
(1）外部顧客に
　　対する売上高

10,992,7271,87510,994,602 － 10,994,602

(2）セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

1,461 6,573 8,035  △8,035 －

計 10,994,1888,44811,002,637△8,03510,994,602

　　営業利益 119,720 882 120,602 4,015 124,617

　（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業に区分しております。

　　　　２．各事業の主要な内容

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業

　

 前第２四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年８月31日）

 
百貨店業
(千円)

金融業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高                     
(1）外部顧客に
　　対する売上高

24,461,8564,34524,466,201 － 24,466,201

(2）セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

2,936 13,022 15,959  △15,959 －

計 24,464,79217,36824,482,161△15,95924,466,201

営業利益又は営業損失
（△）

479,274△25,925 453,349 6,582 459,931

　（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業に区分しております。

　　　　２．各事業の主要な内容

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業

　　　　　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日 　至　平成22年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日 　至　平成22年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　 至　平成22年８月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　 至　平成22年８月31日）

　海外売上高がないため該当事項はありません。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

  当第２四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日 　至　平成23年８月31日）及び当第２四半期連結会計期間

（自　平成23年６月１日　 至　平成23年８月31日）

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は百貨店業を中心に事業別のセグメントから構成されており、サービス内容・経済的特徴を考慮した上で

「百貨店業」及び「金融業」を報告セグメントとしております。

　「百貨店業」は衣料品・身廻品・雑貨・家庭用品・食料品等の販売を行っております。「金融業」はカード管

理付帯業務を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　 至　平成23年８月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(単位：千円）

 
　

百貨店業
　

　
金融業
　

　
合計
　

　
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２

売上高      

外部顧客への売上高 19,768,1321,83719,769,970 － 19,769,970

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,957 12,986 14,944 △14,944 －

計 19,770,09014,82419,784,914△14,94419,769,970

セグメント利益又は損失(△）　 486,620 △5,066 481,554 6,581 488,136

(注)１.セグメント利益又は損失の調整額6,581千円は、セグメント間取引消去であります。

　　２.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年６月１日 　至　平成23年８月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(単位：千円）

 
　

百貨店業
　

　
金融業
　

　
合計
　

　
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２

売上高      

外部顧客への売上高 10,312,388 808 10,313,196 － 10,313,196

セグメント間の内部売上高

又は振替高
572 6,461 7,033 △7,033 －

計 10,312,9617,26910,320,230△7,03310,313,196

セグメント利益 379,995 577 380,572 4,138 384,711

(注)１.セグメント利益の調整額4,138千円は、セグメント間取引消去であります。

　　２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）

を適用しております。
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（金融商品関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありませ

ん。

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末(平成23年８月31日)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）

　デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年６月１日 　至　平成23年８月31日）

　該当事項はありません。 

　

 

（賃貸等不動産関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）　

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はあり

ません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年８月31日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 46.80円 １株当たり純資産額 37.65円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額　　　 235.62円 １株当たり四半期純利益金額　　　 9.37円

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額　 　162.79円

　

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額　　 　5.71円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 7,397,216 292,725

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 7,397,216 292,725

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,394 31,227

　         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　         

四半期純利益調整額（千円）　 － －

普通株式増加数（千株）　 14,043 20,041

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要　

－ －
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 6.68円

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額　　　4.61円

 

１株当たり四半期純利益金額 9.96円

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額　　　6.07円

 

　　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年６月１日
至　平成23年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 208,686 311,167

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 208,686 311,167

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,228 31,226

　         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　         

四半期純利益調整額（千円）　 － －

普通株式増加数（千株）　 14,043 20,041

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要　

－ －

　

 

　

（重要な後発事象）

 　　　 該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日）

著しい変動がないため、記載しておりません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月８日

株式会社さいか屋
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小森　幹夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永澤　宏一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上林　礼子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか屋の

平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年

８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の平成22年８月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年10月12日

株式会社さいか屋
取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永澤　宏一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野口　和弘　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上林　礼子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか屋の

平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年６月１日から平成23年

８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の平成23年８月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

33/33


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	表示方法の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

